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理
業
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〈
注
意
〉
○
必
ず
受
験
者
の
個
人
名
（
団
体
申
込
の
場
合
は
、
団
体
名
）
で

　
　
　
　
　
振
り
込
み
、
氏
名
及
び
フ
リ
ガ
ナ
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
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○
必
ず
令
和
5年
8月
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（
火
）
～
令
和
5年
8月
31日
（
木
）
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に
払
込
（
振
込
）
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
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上
記
の
と
お
り
、
受
験
手
数
料
と
し
て
受
け
取
り
ま
し
た
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行

用 験 試 者 任 主 務 業 理 管

※
こ
の
用
紙
に
よ
ら
ず
、
A
T
M
で

　
振
込
む
こ
と
も
可
能
で
す
。

必
ず令
和
5年
8月
1日（
火
）～
令
和
5年
8月
31日（

木
）
の
間
に
払
込
（
振
込
）

を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

．
１６
．
郵
便
局
・
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
か
ら
受
験
料
の
納
付
を
行
う
場
合
は
、
郵
便
局
・
ゆ
う
ち
ょ

　
　
銀
行
に
備
え
付
け
の
用
紙
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

２
．
振
込
銀
行
の
出
納
印
が
な
い
も
の
は
無
効
と
し
ま
す
。

３
．
「
受
験
者
名
」
欄
は
、
個
人
名
（
団
体
申
込
の
場
合
は
、
団
体
名
）
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

４
．
一
旦
納
付
さ
れ
た
受
験
手
数
料
は
、
返
還
い
た
し
ま
せ
ん
。

５
．
振
込
手
数
料
は
、
各
自
負
担
と
な
り
ま
す
。

　
所
定
箇
所
に
必
ず
貼
付
し
て
く
だ
さ
い
。
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受
験
手
数
料
の
領
収
書
は
、
受
験
票
と
と
も
に
送
付
し
ま
す
。

（
ご
利
用
明
細
票
を
受
け
取
り
、
受
験
整
理
票
の

郵
送

申
込

郵
送

申
込


